
[880]電子申告システム オプション

[890] 相続税電子申告
（２５．１０）

【取扱説明書】

※オプションプログラムをご利用頂くには別途ご注文が必要となります。
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相続税申告書の電子申告用データ変換を行う前に、必ずお読みください。 

※相続税申告書を正しく電子申告するため、申告書のデータ作成や変換方法に注意事項がございます。 

内容をご理解の上、申告データの作成・変換・電子申告を行ってください。また、相続税電子申告を 

始めるにあたり、e-Tax ホームページ「相続税申告の作成・提出についてよくある質問」をご一読いた 

だくとよりスムーズに進められます。https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qasouzoku.htm 

 

Ⅰ.相続税申告書を電子申告する場合の注意点 

・弊社ソフトは、税理士代理送信の対応となっており、10 人以上相続人がいる場合は２回変換対話を 

出して 1～9人と、10～15 人に分けて変換します。 

・申告代表者となる No.1 と No.10 の相続人は必ず利用者識別番号を入力してください。 

・税理士自身を含む相続税代理申告の場合は、税理士以外の相続人を代表者に設定してください。 

 

利用者識別番号の入力がある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けられます。 

（利用者識別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が 

格納されません。） 

    したがって、税理士等が複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合であっても、 

申告書第 1表又は第 1表（続）に利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相 

続税の申告書を提出したことにはなりませんのでご注意ください。 

※税務代理権限のない財産取得者に係る利用者識別番号については入力しないでください。 

 

Ⅱ.10 人以上相続人がいる場合の電子データ変換の流れ 

  

変換後、下図のメッセージを表示します。 

［F4：はい］を選択すると 

       10 人目以降の変換へ進みます。 

 

  10 人目以降の変換は（相続税 2）と表示 

  します。変換を続けて行います。 

 

変換終了後、署名・一覧を見ると 

  2 つの変換データを表示します。 

  「相続税」「相続税 2」の 2 つにチェック 

を付けて署名・送信を行ってください。 

 

相続税申告書・電子申告の注意事項（データの作成方法等） 
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Ⅲ.[500]相続税申告書でのコード入力 

   国税庁の電子申告ではコードが設定されています。第 11 表の付表 1、付表 2、付表 3、付表 4 に 

表示する財産の入力においては、以下のコード表を参照してください。 

※プログラムの入力画面にも、コード入力が必要な場合は青色文字で参照表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 表の国外コード 

表 区分 内   容 

第 11 表の付表１ 1 取得した土地又は家屋等の所在場所が国外である 

第 11 表の付表２ 1 取得した有価証券の所在が国外である 

第 11 表の付表３ 1 取得した預貯金等の預け入れをしていた営業所又

は事業所等の所在が国外である 

第 11 表の付表４ 1 取得した財産の所在が国外である      

 

第 11 表の特例コード 

表 区分 内   容 

第 11 表の付表１ 1 租税特別措置法第 69 条の４（（小規模宅地等について

の相続税の課税価格の計算の特例）） 

2 租税特別措置法第 69 条の５（（特定計画山林について

の相続税の課税価格の計算の特例）） 

3 租税特別措置法第 69 条の６（（特定土地等及び特定株

式等に係る相続税の課税価格の計算の特例）） 

4 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する

法律第６条（（相続税又は贈与税の計算）） 

5 租税特別措置法第 70 条の５（（農地等の贈与者が死亡

した場合の相続税の課税の特例）） 

6 租税特別措置法第 70 条の６の９（（個人の事業用資産

の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）） 

第 11 表の付表２ 

 

3 租税特別措置法第 69 条の６（（特定土地等及び特定株

式等に係る相続税の課税価格の計算の特例）） 

 6 租税特別措置法第 70 条の６の９（（個人の事業用資産

の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）） 

 7 租税特別措置法第 70 条の７の３（（非上場株式等の贈

与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）） 

 8 租税特別措置法第 70 条の７の７（（非上場株式等の特

例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）） 
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第 11 表の付表４ 2 租税特別措置法第 69 条の５（（特定計画山林について

の相続税の課税価格の計算の特例）） 

 4 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する

法律第６条（（相続税又は贈与税の計算）） 

 6 租税特別措置法第 70 条の６の９（（個人の事業用資産

の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）） 

※その他の特例を適用する場合は、その特例の条文番号等を入力する。（例：●●法第●条） 

 

 

第 11 表の「金融等の区分」と「支店等の区分」コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.続柄の変換について 

   [500]相続税申告書プログラムでの入力時、選択した続柄に応じたコードを自動でセットします。 

第１表及び第２表の続柄はコードで変換します。 

続柄コード 

区分 続柄 区分 続柄 区分 続柄 区分 続柄 

01 配偶者 24 四女 28 八女 52 祖母 

11 長男 15 五男 19 九男 61 兄 

21 長女 25 五女 29 九女 63 姉 

12 二男 16 六男 90 養子 62 弟 

22 二女 26 六女 30 孫 64 妹 

13 三男 17 七男 41 父 10 子 

23 三女 27 七女 42 母 99 その他 

14 四男 18 八男 51 祖父   

 

表 区分 金融商品取引業者等区分 支店等の区分 

第 11 表の付表２ 1 銀行 本店 

2 金庫 支店 

3 組合 本所 

4 農協 支所 

5 － 出張所 

6 証券 上記以外 

7 上記以外 － 

表 区分 金融機関等の区分 支店等の区分 

第 11 表の付表３ 1 銀行 本店 

2 金庫 支店 

3 組合 本所 

4 農協 支所 

5 漁協 出張所 

6 上記以外 上記以外 
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Ⅴ.第 11 表の細目コード 

   第 11 表の細目については、[500]相続税申告書プログラムでの入力時に、選択した細目に応じた 

コードを自動でセットするようになっています。（コードを入力する必要はありません。） 

財産登録で選択した細目に合わせてセットされているコードを各表で表示します。 

種類・細目の区分 

 

表 種類 細目 

細目 

コード 

第 11 表の付表１ 

土地 

田 11 

畑 12 

宅地 13 

山林 14 

その他の土地 15 

第 11 表の付表１ 家屋等 家屋等 21 

第 11 表の付表２ 

有価証券 

特定同族会社の株式、出資 

（配当還元方式） 
46 

特定同族会社の株式、出資 

（その他の方式） 
47 

上記以外の株式、出資 48 

公債、社債 44 

証券投資信託の受益証券 45 

貸付信託の受益証券 45 

第 11 表の付表３ 

現金・預貯金等 

現金 11 

普通預金 12 

当座預金 13 

定期預金 14 

通常貯金 15 

定額貯金 16 

定期積金 17 

金銭信託 18 

上記以外 99 

第 11 表の付表４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(事業(農業)用財

産・家庭用財産・

その他の財産用)  

機械 

31 
器具 

農機具 

その他減価償却資産 

商品 

32 

製品 

半製品 

原材料 

農産物等 

売掛金 33 

その他の事業（農業）用資産 34 
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第 11 表の付表４ 家庭用財産 家庭用財産 61 

その他の財産 

生命保険金等 71 

立木 72 

退職手当金等 74 

代償財産 75 

金地金 76 

生命保険(共済)契約に関する権

利 
77 

損害保険（建物更生共済）に係る

権利 
78 

暗号資産 79 

同族法人に対する貸付金、預け金

等 
80 

同族法人以外に対する貸付金、預

け金等 
81 

配当期待権 82 

その他 73 
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[８９０]： 相続税・送信データ作成 [８９０]

［500］相続税申告書プログラムのデータと［550］財産評価プログラムの「土地及び土地の上に

存する権利の評価明細書」データを、国税庁受付システムで受け取れる形式に変換します。

相続税の申告書等送信票の作成を行います。

1．[890：相続税・送信データ作成] を選択
します。

890:相続税・送信データ作成

の項目をクリック
または

890 Enter を押します。

2. 左図の画面を表示します。
代理で送信する税理士を選択します。
該当税理士の○をクリックして○にします。

※税理士名称等は[1100：ＧＰ申告情報登録]

の[99：税理士登録]から表示しています。

※税理士本人の申告の場合は

「5.代理処理しない」を選択します。

※チェックマークをつけた場合、税理士選択で

選択した税理士を記憶します。次回以降、

左図の画面は開かなくなり、3.に進みます。

※ 相続税の申告年によってプログラムの年度を指定する必要があります。

1. 890 Enter を押します。

2. 申告年 Enter を押します。

ex)令和７年相続税申告→申告年：令和７年

※相続税電子申告は令和７年申告以降の
対応となります。
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3．ユーザコードと年度を指定します。

4. 該当する項目を選択します。

項目番号 Enter を押します。
または
グリーンの各項目をクリックします。

※【外字登録】の操作は他税目と同様です。

[880]電子申告システム 取扱説明書を

ご参照ください。

[Ｆ７]: プリント
送信票のプリントができます。
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[41]： 相続税・送信票 [８９０]

相続税送信票の作成ができます。

※税務署への提出には使用できません。電子申告変換時に一緒に変換して国税庁へ送信できます。

正しく送信できた場合には、メッセージボックスに利用者識別番号と受付番号の入った送信票が

格納されますので、郵送等を行う場合は印刷して同封してください。

1．[41：相続税・送信票] を選択します。

41：相続税・送信票
の項目をクリック
または
41 Enter を押します。

2. 被相続人氏名・相続開始年月日は［500：
相続税申告書］の被相続人登録で入力し
た内容を表示します。
住所・氏名は［500：相続税申告書］の相
続人登録で入力した内容を表示します。

3．右上の印刷ボタンを押すことにより
入力中に印刷することも可能です。

4. 提出区分が電子・イメージ・郵送等に
分かれています。
該当する欄に｢✔｣を入力してください。

(カーソルのクリック、もしくはスペース
キーでチェックの付け外しができます。）

※電子申告変換時、各行とも半角･全角
に関係なく20文字でカットします。

※電子申告変換時、各行とも半角・全角
に関係なく20文字でカットします。

※電子申告変換時、5行分を結合し半角･全角
に関係なく200文字でカットします。



- 9 -

[51]： 相続税送信用データ変換 [８９０]

・相続税申告書のデータを国税庁受付システムで受け取れる形式に変換します。

・エラーを表示した場合、P.14～の「エラー内容とチェック項目」を参考に、申告書等のデータ

訂正を行ってください。

・変換を行っているときは、署名の付与作業を行わないようにしてください。

1．[51：相続税送信用データ変換]
を選択します。

51：相続税送信用データ変換
の項目をクリック
または
51 Enter を押します。

2. 左図の画面を表示します。

各相続人のマイナンバーを入力して
終了 (Ｆ５)を押します。

※個人番号、法人番号が正しくない
場合は下図のエラーを表示します
ので、正しい番号を入力し直して
ください。

ご注意ください！ 【 相続人の利用者識別番号について 】

・利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したこと
にはなりません。

・個人番号と異なり、利用者識別番号は[500]相続税申告書の｢相続人登録｣で行います。
変換前に入力してあることを確認してください。
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4. データのある表にチェックマークが
付きます。変換不要な表がある場合は
□をクリックして、チェックマークを
外します。

5. 変換 (Ｆ３)を押します。

6. ｢変換を開始しますか？｣と表示します｡
｢1.はい｣を選択してください。

7. 変換中にエラーを表示した場合は、
P.14～の「エラー内容とチェック項目」
を参考に、データの訂正を行った後、
再度変換作業を行ってください。

8. ｢変換が正常に終了しました｣と表示す
れば、作業は終了です。

終了 (Ｆ５)を押します。

9. 相続人が
９人以内の場合：変換の画面に戻ります。

→13.へ
10人以上の場合：｢10.｣の対話を表示し

ます。 →10.へ

10．相続人が10人以上の場合、左図を表示
します。

はい (Ｆ４)を押します。
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11. 10人以降の変換は（相続税2）と表示し
ます。

｢変換を開始しますか？｣と表示します｡
｢1.はい｣を選択してください。

12. ｢変換が正常に終了しました｣と表示す
れば、作業は終了です。

終了 (Ｆ５)を押します。

13. 変換の画面に戻ります。

変換終了後、 署名 (Ｆ９) を押すと
直接、[885]署名・送信リスト画面が
開きます。

エラー画面を表示したら[500]相続税申告書プログラムに戻り､内容を確認・訂正してください。
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署名・送信リスト [８８５]

・変換後、 署名 (Ｆ９) を押すか、［885：署名・送信・メッセージボックス］の

「1：署名・送信リスト」を選択するとデータ変換を行ったリストを表示します。

・署名の貼り付け、国税庁受付システムへの送信などを行うことが出来ます。

相続税申告書のデータ変換は、国税庁の仕様により入力データのまま変換されない場合が
あります。変換後、署名・送信前に必ず ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ （Ｆ６）でデータの確認をお願いします。

1. 署名 (Ｆ９)を押します。

2. 税目：相続税、申告種類：確定、変換時に相続人中ひとりでも個人番号の入力があれば「○」
を表示します。
※相続人が10人以上いる場合の税目：9人までの変換データは「相続税」

10人以降変換データは「相続税2」と表示します。

※その他署名・送信リストの詳細は他税目と同様です。［880：電子申告システム］取扱説明書
をご参照ください。
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※ プレビューでの確認事項
1. 相続税申告書はＧＰ申告情報登録は使用しません。また、税務代理権限証書等の添付書類は

相続人ごとに作成するため、変換元はすべて[500：相続税申告書]のデータとなります。
プレビュー内容については、[500：相続税申告書]のデータと見比べて確認してください。

2．各相続人の「利用者識別番号」は、第1表の各相続人欄の枠下に表示・印字します。
入力している利用者識別番号が合っているかどうか確認をしてください。

利用者識別番号の入力がある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けられます。（利用者識

別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が格納されません。）

したがって、税理士等が複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合であっても申告書第1表

又は第1表（続）に利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したこ

とにはなりませんのでご注意ください。

※税務代理権限のない財産取得者に係る利用者識別番号については入力しないでください。

3．第1表と第2表の「続柄」については区分番号で表示します。P.3を参照してください。

相続人の「利用者識別番号(16ケタ)」

相続人登録【電子申告用】のチェック欄は、[500：相続税申告書]第1表のフォームには
ありません。この欄については、相続人登録とプレビューで見比べ確認をします。
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相続税電子申告エラー内容とチェック項目

作成したデータに不具合があるとエラーを表示します。
該当する項目を訂正し、再度変換を行ってください。

Ⅰ．相続税電子申告の特殊なエラー

相続税電子申告の場合、第１表に「利用者識別番号の登録がある財産取得者」のみ
が申告書を受領されたこととなります。参考として入力している相続人以外は、必
ず相続人登録で利用者識別番号を登録してください。
※税務代理権限のない財産取得者については、利用者識別番号を入力しないでください。

弊社ソフトは、税理士代理送信の対応となっており、10人以上相続人がいる場合は
２回変換対話を出して1～9人と、10～15人に分けて変換します。
申告代表者となるNo.1とNo.10の相続人に利用者識別番号がない場合はエラーします。

税理士自身を含む相続税代理申告の場合は、税理士以外の相続人を代表者に設定
してください。
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Ⅱ．変換中のエラー

※税務署名は電子申告必須項目です。
所轄税務署名が空欄、又は存在しない税務署名の場合はエラーします。
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※元号及び年月日のいずれかが空欄の場合、[type]yymmdd エラーを表示します。
年月日を確認後、正しく入力してください。

※国税庁の設定したデータの形式や桁数と一致しない場合、エラーを表示します。

小数点を含む入力が設定形式と異なる場合、[type] decimal(XX.XX)を表示します。

※エラーメッセージが [type] decimal(5.7) と表示されている場合、
整数５桁・小数点以下７桁を入力するよう設定されている項目です。
メッセージの先頭の英数字から該当する帳票内のデータを確認してください。
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※電話番号の（市外局番）市内局番－利用者番号のいずれかが空欄の場合、
[type]tel-number エラーを表示します。

※郵便番号を正しく入力しないと、郵便番号エラーを表示します。
３ケタ－４ケタで正しく入力してください。

エラーメッセージの先頭が「IT TAG」エラーは、被相続人及び相続人登録のデータを
確認してください。
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※エラーメッセージの先頭が［KSE080] など英数字の組み合わせに
なっている場合、英数字の組み合わせがどの帳票かを示しています。
該当する帳票内のデータを確認してください。

　　　　エラーコード表　　　　　　

第１表 KSE010 第11･11の２表の付表１ KSE112

第１表(続) KSE011 第11･11の２表の付表１(続) KSE113

第２表 KSE020 第11･11の２表の付表１(別表１) KSE114

第３表 KSE030 第12表 KSE120

第４表 KSE040 第13表 KSE130

第４表の付表 KSE043 第14表 KSE141

第４表の２ KSE041 第15表 KSE150

第５表 KSE050 第15表(続) KSE151

第５表の付表(修正申告) KSE350 土地の評価明細書 KSB020

第６表 KSE060 　　　　　　　

第７表 KSE070 添付書類

第８表 KSE080 税務代理権限証書 SOZ074

第８の８表 KSE088 計算事項等記載書面（資）１頁 SOZ610_1

第９表 KSE090 計算事項等記載書面（資）２頁 SOZ610_2

第10表 KSE100 計算事項等記載書面（資）３頁 SOZ610_3

第11表 KSE160 計算事項等記載書面（資）４頁 SOZ610_4

第11表の付表１ KSE161 審査事項等記載書面（資）１頁 SOZ600_1

第11表の付表２ KSE162 審査事項等記載書面（資）２頁 SOZ600_2

第11表の付表３ KSE163 審査事項等記載書面（資）３頁 SOZ600_3

第11表の付表４ KSE164 審査事項等記載書面（資）４頁 SOZ600_4

第11の２表 KSE111 相続税申告書等送信票(兼送付書) TEA068
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